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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置において、演算量の著しい増大
を招くことなく、超音波伝搬経路での超音波の屈折が考
慮された遅延データを生成する。
【解決手段】個々の振動素子ごとにコントローラ４６及
びメモリ４２が設けられる。遅延器演算器５０は、超音
波の屈折を考慮しない計算式に従って、複数の受信焦点
に対応する複数の遅延値を求める。超音波の屈折を考慮
するための補正値が事前に計算され、それが補正値メモ
リ５２に格納される。加算器５４において個々の遅延値
に対して補正値が加算される。これにより補正済み遅延
値が得られる。それに基づいて読み出し制御回路５６が
メモリ４２からのデータの読み出しタイミングを制御す
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波ビームを形成する複数の振動素子からなるアレイ振動子を備えたプローブと、
　前記複数の振動素子からの複数の受信信号に対して、受信ダイナミックフォーカスのた
めに複数の深さに複数の受信焦点を形成するための遅延処理を施す遅延処理手段と、
　前記遅延処理のために、前記振動素子ごとに前記複数の受信焦点に対応する複数の遅延
値を生成する生成手段と、
　を含み、
　前記生成手段は、
　前記振動素子ごとに、超音波伝搬過程での屈折を考慮しない条件の下で複数の基本遅延
値を演算する基本遅延値演算手段と、
　前記振動素子ごとに、超音波伝搬過程での屈折を考慮するための補正値として、特定の
深さに対応する補正値を生成する補正値生成手段と、
　前記複数の基本遅延値に対して前記補正値を作用させ、これにより前記複数の遅延値と
して超音波伝搬過程での屈折が考慮された複数の補正済み遅延値を生成する補正手段と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記補正値は、前記超音波の屈折が考慮されていない基本計算式に基づいて演算され前
記特定の深さに対応する基本遅延値と、前記超音波の屈折が考慮されている精細計算式に
基づいて演算された前記特定の深さに対応する精細遅延値と、に基づいて特定される値で
ある、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２記載の装置において、
　前記補正値は前記基本遅延値と前記精細遅延値との差分に相当する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項２記載の装置において、
　前記基本計算式は超音波伝搬経路上に第１音速を生じさせる第１媒質層が一様に存在し
ていることを前提として遅延値を計算するものであり、
　前記精細計算式は超音波伝搬経路上に前記第１媒質層の他に、前記第１音速とは異なる
第２音速を生じさせる第２媒質層が存在していることを前提として遅延値を計算するもの
である、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１記載の装置において、
　前記特定の深さは、事前に選択された深さ、送信焦点の深さ、又は、関心領域を代表す
る深さである、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　超音波診断装置において、複数の振動素子に供給する複数の送信信号又は複数の振動素
子から出力された複数の受信信号に対する遅延処理のために、前記振動素子ごとに遅延値
を生成する方法であって、
　前記振動素子ごとに、超音波伝搬過程での屈折を考慮するための補正値として、特定の
深さに対応する補正値を事前に計算しておく工程と、
　前記振動素子ごとに、超音波伝搬過程での屈折を考慮しない条件の下で基本遅延値を計
算する工程と、
　前記基本遅延値に前記補正値を加算し、これにより前記遅延値として超音波伝搬過程で
の屈折が考慮された補正済み遅延値を生成する工程と、
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　を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に関し、特に、ビーム形成用の遅延データを生成する技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、生体に対する超音波の送受波により得られた受信信号に基づいて超
音波画像を形成する装置である。超音波を送受波するためにプローブ（超音波探触子）が
使用される。プローブには、アレイ振動子、１又は複数の整合層、音響レンズ等が設けら
れる。そのようなプローブとして、リニアプローブ、セクタプローブ、コンベックスプロ
ーブ、等が知られている。
【０００３】
　プローブ内のアレイ振動子に供給される複数の送信信号に対して遅延処理を施すことに
より送信ビームが形成される。そのために、超音波診断装置本体内に送信回路としての送
信ビームフォーマーが設けられている。送信用の遅延処理では、送信焦点を形成するため
の送信用遅延データに従って、個々の送信信号に対して遅延時間が与えられる。送信用遅
延データは、複数の振動素子つまり複数の送信信号に対応する複数の遅延値（遅延時間、
遅延量）からなる。一方、アレイ振動子からの複数の受信信号を遅延処理した上で加算す
ることにより、つまり整相加算処理することにより、受信ビームが形成される。そのため
に、超音波診断装置本体内に受信回路として受信ビームフォーマーが設けられている。受
信時においては通常、深さ方向に受信焦点を動的に変化させる受信ダイナミックフォーカ
スが適用される。受信用の遅延処理では、個々の受信焦点ごとに、当該受信焦点を形成す
るための受信用遅延データに従って、個々の受信信号に対して遅延時間が与えられる。受
信用遅延データは、複数の振動素子つまり複数の受信信号に対応する複数の遅延値（遅延
時間、遅延量）からなる。受信ダイナミックフォーカスのための遅延処理では、適用する
受信用遅延データを順次切り換えることによって、深さ方向に複数の受信焦点が順次形成
される。
【０００４】
　送信用遅延データ及び受信用遅延データは、プローブタイプ（電子走査方式）、アレイ
振動子の形状や素子配列等の物理的パラメータ、生体組織内の音速（例えば音速1530 m/s
）、等に基づいて算出される。典型的には、個々の振動素子と焦点（送信焦点、受信焦点
との間に均一な媒質が存在していることを前提として、つまり超音波伝搬経路上での音速
が一定であることを前提として、遅延データが計算される。しかし、アレイ振動子の生体
側には音響レンズ（例えば音速1000 m/s、厚み0.8 mm）が存在しており、特にその曲率が
大きい場合やその厚みが厚い場合、その存在を無視できなくなる。また、生体内に皮下脂
肪層（例えば音速1420 m/s、厚さ5～30 mm）、頭蓋骨層（例えば音速2900 m/s、厚さ6 mm
）、等が存在し、それらを無視できない場合もある。超音波伝搬経路上に生体組織とは異
なる音速を有する媒質層が存在していると、界面上で音速差が生じ、それに起因して超音
波の屈折が生じる。これは位相収差をもたらし、デフォーカスの要因となる。それは超音
波画像の画質低下を生じさせるものである。
【０００５】
　特許文献１においては音響レンズ表面で生じる超音波の屈折つまり位相収差を考慮して
遅延データを計算する技術が開示されている。その技術によれば、個々の振動素子ごとに
、超音波伝搬経路がフェルマーの原理に従って特定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２９９７８０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、フェルマーの原理に従って、個々の振動素子ごとに実際の伝搬経路を推
定することにより、遅延値を計算する手法では、どうしても演算時間が長くなる。受信ダ
イナミックフォーカスでは、個々の振動素子ごとに且つ個々の受信焦点（サンプル点）ご
とに遅延値を求める必要があるからである。
【０００８】
　本発明の目的は、超音波画像の画質を改善することにある。あるいは、演算量の著しい
増大を招くことなく、音速差に起因する位相収差を改善することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る超音波診断装置は、超音波ビームを形成する複数の振動素子からなるアレ
イ振動子を備えたプローブと、前記複数の振動素子からの複数の受信信号に対して、受信
ダイナミックフォーカスのために複数の深さに複数の受信焦点を形成するための遅延処理
を施す遅延処理手段と、前記遅延処理のために、前記振動素子ごとに前記複数の受信焦点
に対応する複数の遅延値を生成する生成手段と、を含み、前記生成手段は、前記振動素子
ごとに、超音波伝搬過程での屈折を考慮しない条件の下で複数の基本遅延値を演算する基
本遅延値演算手段と、前記振動素子ごとに、超音波伝搬過程での屈折を考慮するための補
正値として、特定の深さに対応する補正値を生成する補正値生成手段と、前記複数の基本
遅延値に対して前記補正値を作用させ、これにより前記複数の遅延値として超音波伝搬過
程での屈折が考慮された複数の補正済み遅延値を生成する補正手段と、を含むことを特徴
とする。
【００１０】
　超音波伝搬経路上の媒質が一様ではなく超音波伝搬経路上に音速が異なる複数の媒質層
が存在している場合（典型的には生体組織層中にそれとは異なる層が存在している場合）
、音速差が生じる界面において超音波の屈折が生じる。そのような屈折までを考慮して、
振動素子ごとに、深さ方向に並ぶ全受信焦点に対応する複数の遅延値を求めるのが理想的
である。しかし、そのためにはかなり複雑な計算を多数回行わなければならず、非常に多
くの演算時間がかかってしまう。それを事前に計算しておいて、計算結果を記憶部に格納
しておくことも可能であるが、その場合には膨大な記憶容量を要する。非常に高速に演算
を行える専用プロセッサを利用してリアルタイムで計算することも可能であるが、その場
合には装置のコストアップという問題が生じる。
【００１１】
　これに対して、上記構成によれば、演算量の著しい増大を招くことなく、屈折までが考
慮された複数の遅延値を求めることが可能である。複数の基本遅延値を求める演算では屈
折が考慮されないので、その演算量は屈折を考慮する場合に比べて著しく少ない。補正値
を求めるためにはいずれの手法を使うにしても相応の複雑な演算が必要となるが、振動素
子ごとに１つの（又は少数の）受信焦点についてだけ補正値が求めるのであれば、全受信
焦点について補正値（又は遅延値）を求める場合に比べて、その演算量は著しく少ない。
複数の基本遅延値に対して補正値を作用させる場合、例えば加算、減算といったシンプル
な演算を実行するだけでよいので、そこでの演算負担は格別問題とならならない。このよ
うに遅延データ演算全体として演算量を抑制しつつも屈折が考慮された遅延値列（補正済
み遅延値列）を求めることが可能である。補正済み遅延値列は、理想的な遅延値列に比べ
て遅延精度において劣るものの、後述のように、特定の深さを適切に選択することによっ
て、深さ方向の全体にわたって実用上十分な遅延精度を確保することが可能である。
【００１２】
　１つの振動素子あたり、全受信焦点つまり全深さに対して１つの補正値を利用するのが
望ましいが、複数の深さに対応する複数の補正値を利用することも可能である。事前に計
算された基本遅延値を記憶部に格納しておいて、記憶部からそれを読み出すようにしても



(5) JP 2017-547 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

よいし、必要なタイミングで、計算により基本遅延値をその都度生成してもよい。同様に
、事前に計算された補正値を記憶部に格納しておいて、記憶部からそれを読み出すように
してもよいし、必要なタイミングで、計算により補正値をその都度生成してもよい。通常
、補正値の演算にはある程度の時間を要するので、プローブタイプ等の諸条件の組み合わ
せごとに事前に補正値を計算し、それらを記憶部に格納しておくのが望ましい。
【００１３】
　望ましくは、前記補正値は、前記超音波の屈折が考慮されていない基本計算式に基づい
て演算された前記特定の深さに対応する基本遅延値と、前記超音波の屈折が考慮されてい
る精細計算式に基づいて演算された前記特定の深さに対応する精細遅延値と、に基づいて
特定される値である。望ましくは、前記補正値は前記基本遅延値と前記精細遅延値との差
分に相当する。計算上の便宜から１つの界面（２つの媒質層）を想定するのが望ましいが
、２つ以上の界面（３つ以上の媒質層）を想定するようにしてもよい。
【００１４】
　望ましくは、前記基本計算式は超音波伝搬経路上に第１音速を生じさせる第１媒質層が
一様に存在していることを前提として遅延値を計算するものであり、前記精細計算式は超
音波伝搬経路上に前記第１媒質層の他に、前記第１音速とは異なる第２音速を生じさせる
第２媒質層が存在していることを前提として遅延値を計算するものである。基本計算式と
してはアレイ振動子を含む単純な幾何学的モデルに基づく計算式があげられ、詳細計算式
としてはフェルマーの定理に従う計算式があげられる。
【００１５】
　望ましくは、前記特定の深さは、事前に選択された深さ、送信焦点の深さ、又は、関心
領域を代表する深さである。例えば、深さ方向に並ぶ受信焦点全体として遅延誤差が少な
くなるようにシミュレーションによって事前に特定の深さを求めてもよい。
【００１６】
　本発明に係る方法は、超音波診断装置において、複数の振動素子に供給する複数の送信
信号又は複数の振動素子から出力された複数の受信信号に対する遅延処理のために、前記
振動素子ごとに遅延値を生成する方法であって、前記振動素子ごとに、超音波伝搬過程で
の屈折を考慮するための補正値として、特定の深さに対応する補正値を事前に計算してお
く工程と、前記振動素子ごとに、超音波伝搬過程での屈折を考慮しない条件の下で基本遅
延値を計算する工程と、前記基本遅延値に前記補正値を加算し、これにより前記遅延値と
して超音波伝搬過程での屈折が考慮された補正済み遅延値を生成する工程と、を含む。送
信ビームフォーミング及び受信ビームフォーミングの内の両方又は一方に対して超音波の
屈折を考慮に入れた補正値による補正を実行すれば、演算量の著しい増大を招くことなく
超音波画像の画質を高められる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、超音波画像の画質を改善できる。あるいは、演算量の著しい増大を招
くことなく、位相収差による問題を改善できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態を示すブロック図である。
【図２】遅延回路の構成例を示すブロック図である。
【図３】コンベックスプローブにおける超音波伝搬経路を示す図である。
【図４】リニアプローブにおける超音波伝搬経路を示す図である。
【図５】１番の振動素子及び１０番の振動素子について補正前後の遅延誤差を示す図であ
る。
【図６】２０番の振動素子及び３０番の振動素子について補正前後の遅延誤差を示す図で
ある。
【図７】補正前後の遅延誤差についての深さ方向の変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
　図１には、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態が示されており、図１はその
全体構成を示すブロック図である。この超音波診断装置は、医療機関に設置され、生体の
超音波診断のために用いられるものである。
【００２１】
　図１において、図示されていないプローブ内にはアレイ振動子１０が設けられている。
アレイ振動子１０は複数の振動素子１０ａにより構成される。それらによって超音波ビー
ムが形成される。超音波ビームは電子的に走査される。その方式として電子リニア走査方
式、電子セクタ走査方式、等が知られている。コンベックス走査方式は円弧状のアレイ振
動子に対して電子リニア走査方式を適用したものである。プローブは、アレイ振動子１０
の他、１又は複数の整合層、音響レンズ、バッキング等を含む。特にマイクロコンベック
スプローブにおいては音響レンズの曲率が大きく、位相収差の問題が無視できなくなる。
そこで、後述する補正が適用される。
【００２２】
　送信部１２は、発生器列１６、送信遅延処理部１８、増幅器列２０を有する。個々の発
生器２２において送信信号が生成される。送信遅延処理部１８は、複数の遅延回路２４を
有する。個々の遅延回路２４は送信信号に対して遅延処理を施すものである。送信遅延処
理部１８は、送信焦点を形成するための遅延データに従って遅延処理を実行する。遅延デ
ータは、複数の振動素子１０ａつまり複数の送信信号に与える複数の遅延値からなる。増
幅器列２０は、複数の増幅器２６により構成されている。個々の増幅器２６はパワーアン
プである。送信遅延処理部１８が有する演算回路によって、必要な都度、遅延データが計
算される。なお、図１においては、送信部１２が有するＤ／Ａ変換器列等が図示省略され
ている。
【００２３】
　受信部１４は、増幅器列２８、Ａ／Ｄ変換器列３０、受信遅延処理部３２、及び、加算
器３４を有する。増幅器列２８は複数の増幅器３６により構成され、Ａ／Ｄ変換器列３０
は複数のＡ／Ｄ変換器３８により構成される。受信遅延処理部３２は、複数の遅延回路４
０を有している。受信遅延処理部３２は、受信ダイナミックフォーカスのために、複数の
振動素子１０ａから出力された複数の受信信号に対して、深さ方向に受信焦点を順次形成
するための一連の遅延処理を実行する。受信焦点ごとに遅延データに従った遅延処理が実
行される。遅延データは、素子配列方向に並んだ複数の遅延値からなるものである。別の
見方をすると、受信ダイナミックフォーカスにおいては、振動素子ごとに、深さ方向に並
ぶ複数の受信焦点に対応する複数の遅延値（遅延値列）が利用される。本実施形態では、
その遅延値列として、音響レンズ等の層に起因して生じる超音波の屈折までが考慮された
補正済み遅延値列を利用することが可能である。しかも、補正済み遅延値列を比較的に少
ない演算で求めることが可能である。これに関しては後に詳述する。
【００２４】
　遅延処理後の複数の受信信号は、加算器３４において加算される。深さ方向に並ぶ複数
の受信焦点について加算が行われることになるので、その結果、受信ビームが電子的に形
成される。加算器３４からは受信ビームに対応するビームデータが出力される。超音波ビ
ームの電子走査に伴って、走査面を構成する複数のビームデータが加算器３４から順次出
力される。
【００２５】
　信号処理部４１は、個々のビームデータに対して、検波処理、対数変換処理等の公知の
信号処理を適用するものである。画像形成部４４は、座標変換機能、画素補間機能等を備
えるデジタルスキャンコンバータによって構成され、複数のビームデータに基づいて表示
フレームを構成する。１つの表示フレームが１つのＢモード断層画像を構成する。それが
表示器４６に表示される。制御部４８は超音波診断装置内の各構成の動作を制御するもの
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である。それはＣＰＵ及び動作プログラムによって構成される。入力部４９は操作パネル
である。
【００２６】
　図２には受信遅延処理部３２の構成例が示されている。図示の例では、複数の振動素子
つまり複数の受信信号に対応して、複数のメモリ４２、及び、複数のコントローラ４６が
設けられている。その構成は例示に過ぎないものである。各コントローラ４６は、各メモ
リ４２の読み出し及び書き込みを制御する。各メモリ４２からの読み出しタイミングの制
御によりそこに格納されたデータに対して遅延量が与えられる。読み出されたデータはい
ったんレジスタ４４上に格納される。複数のレジスタから読み出された複数のデータが加
算器へ送られる。
【００２７】
　上記のように、個々の受信チャンネルごとにメモリ４２及びコントローラ４６が設けら
れている。コントローラ４６は、書き込み制御回路４８、遅延値演算器５０、補正値メモ
リ５２、加算器５４、読み出し制御回路５６を有する。加算器５４においては、遅延値演
算器５０において受信焦点ごとに演算された遅延値（基本遅延値）に対して、補正値メモ
リ５２から出力された補正値が加算される。振動素子ごとに、深さ方向に並んだ複数の受
信焦点に対して作用する共通の補正値が用意されている。加算器５４では、複数の受信焦
点に対応する複数の遅延値（基本遅延値）に対して同じ補正値を順次加算する。これによ
り、複数の受信焦点に対応する複数の補正済み遅延値が得られる。読み出し制御回路５６
は、受信焦点ごとに、補正済み遅延値に基づくタイミングでデータを読み出す。メモリ４
２は例えばＦＩＦＯで構成される。受信遅延処理部３２全体として見て、受信焦点単位で
、素子配列方向に並ぶ複数の遅延値が生成される。それらは遅延データ（遅延カーブ）を
構成する。受信チャンネル単位で見た場合、振動素子単位で、深さ方向に並ぶ複数の遅延
値が順次生成される。それらの遅延値をもって遅延値列（補正前の基本遅延値列）を観念
し得る。
【００２８】
　遅延値演算器５０は、超音波伝搬経路上における超音波の屈折を考慮しないモデルある
いは計算式に従って、深さｒごとに基本遅延値ｔ０（ｒ）を計算するものである。図２に
示した構成では振動素子ごとにコントローラ４６が設けられているが、複数のコントロー
ラ４６に相当する単一の遅延データ演算器を設けるようにしてもよい。補正値ｔｈは、超
音波伝搬経路上における超音波の屈折を考慮したモデルあるいは計算式に従って、特定の
深さｈについて演算される。特定の深さｈに対応する補正値が複数の深さについて共用さ
れる。本実施形態では、超音波伝搬経路上における超音波の屈折を考慮しない計算式に従
って計算された特定深さに対応する遅延値と、超音波伝搬経路上における超音波の屈折を
考慮した計算式に従って計算された特定深さに対応する遅延値と、の差分として、特定深
さに対応する補正値が求められる。そのための計算式等については後に詳述する。そのよ
うな計算を行うのが補正値演算器５８である。図示の例では、コントローラ４６の外部に
補正値演算器５８が設けられている。補正値演算器５８をコントローラ４６内に設けても
よい。
【００２９】
　遅延値演算器５０は、プローブタイプ（電子走査方式）、アレイ振動子の物理的形態や
素子配列、生体組織中の音速、注目する層内での音速、等に基づいて個々の遅延値を演算
する。本実施形態では後述する(1)式に従って個々の遅延値が計算される。その場合、(1)
式の漸化式又はＰＷＬ（Piece-Wise Linear）方式による近似法を利用してもよい。補正
値演算器５８も、上記の情報に基づいて、補正値を演算する。本実施形態では、後述する
(9)式又は(10)式、並びに、(13)式等に従って補正値が演算される。遅延値演算器５０は
個々の受信焦点ごとに遅延値を演算するのに対して、補正値演算器５８は代表深さについ
てだけ補正値を演算する。但し、複数の代表深さに対応する複数の補正値を演算し、それ
らを選択的に利用してもよい。
【００３０】
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　アレイ振動子から見て単一の媒質とみなせる状況、あるいは、音響レンズ等の特別な層
の曲率及び厚みが小さくそこでの屈折や音速を無視できるような状況においては、遅延値
の補正を省略することも可能である。すなわち、遅延値の補正の有無を状況に応じて切り
換えてもよい。複数のコントローラ４６内に設けられた複数の補正値メモリ５２内には通
常互いに異なる補正値が格納される。但し例えば受信開口内の対称性を利用して同じ補正
値を２つの補正値メモリに格納するようにしてもよい。書き込み制御回路４８は、順次入
力されてくるデータをメモリ４２に順番に書き込む制御を実行する。読み出し制御回路５
６は上記のように補正済み遅延値に基づくタイミングでメモリ４２からデータを読み出す
制御を実行する。
【００３１】
　特定の深さｈは、例えば深さ方向全体として遅延誤差を少なくするように事前のシミュ
レーションで求めてもよい。複数の受信チャンネル間で共通の深さｈを設定してもよいし
、個々の受信チャンネルごとに最適な深さｈを設定してもよい。
【００３２】
　上記構成によれば、基本遅延値の生成段階においては屈折を考慮しないので演算量を少
なくできつまり演算時間を短縮化できる。補正値の計算に当たっては通常、屈折が考慮さ
れるので、１つの補正値を演算するために相応の演算時間を要するが、１つの受信チャン
ネル当たり基本的に１つの補正値を演算するだけでよいので、深さ方向の全体に着目する
と、補正値の演算量を少なくできる。しかも、補正値を事前に演算しておくことができ、
その場合においてその記憶のための記憶容量は僅かでよい。加算器５４での遅延値及び補
正値の加算に際しても複雑な処理はまったく不要である。よって、比較的に短時間で屈折
までを考慮した補正済み遅延値を求められるという利点を得られる。これにより位相収差
を大幅に改善できるので、超音波画像の画質を高められる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、受信遅延処理において屈折を考慮した補正済み遅延データが利
用されており、送信遅延処理においては従来同様の屈折を考慮しない遅延データが利用さ
れている。送信遅延処理においても上記同様に演算された補正済み遅延データを利用する
ようにしてもよい。なお、図２に示されるように、遅延値演算器５０において事前に遅延
値列を演算しておく場合、その演算結果の内で特定の深さｈに対応する遅延値を補正値演
算器５８へ渡すようににしてもよい。
【００３４】
　次に図３及び図４に基づいて、基本遅延値、補正値、及び、補正済み遅延値の計算につ
いて説明する。
【００３５】
　図３にはコンベックスプローブが模式的に示されている。アレイ振動子は円弧状に配列
された複数の振動素子からなる。その曲率半径がＲである。アレイ振動子の生体側には一
定の厚みをもった音響レンズが存在している。その生体側の表面の曲率半径がＲ１である
。音響レンズの厚みは（Ｒ１－Ｒ）である。アレイ振動子の内で注目素子がＥで特定され
ている。注目素子Ｅと曲率中心Ｑとを結ぶ方向と中心線（一点鎖線）とがなす角度がφで
ある。原点Ｏから見た受信焦点Ｆの深さがｒで示されている。Φは空間コンパウンドを行
う場合におけるビーム偏向角度である。音響レンズ内の音速ｃ１と生体組織内の音速ｃと
が相違する場合、それらの間の界面（音響レンズ表面）において、超音波が屈折する。例
えば、受信焦点Ｆから出た超音波がＳ点で屈折して注目素子Ｅに達することになる。図３
中の距離ｂ及び距離ｄは以下の(1)式及び(2)式で表される。
【数１】
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【００３６】
　図４にはリニアプローブが模式的に示されている。アレイ振動子は直線状に配列された
複数の振動素子からなり、その前面側には音響レンズが設けられている。その厚さはＬで
ある。原点Ｏと受信焦点Ｆとを結ぶ方向が中心線（一点鎖線）に対してなす角度がθであ
る。θは空間コンパウンド又はセクタ走査を行う場合におけるビーム偏向角度である。原
点から見た受信焦点Ｆの深さがｒで示されている。注目素子Ｅと原点Ｏとの間の距離がｘ
である。音響レンズ内の音速ｃ１と生体組織内の音速ｃとが相違する場合、それらの間の
界面（音響レンズ表面）において、超音波が屈折する。例えば、受信焦点Ｆから出た超音
波がＳ点で屈折して注目素子Ｅに達することになる。図４中の距離ｂ及び距離ｄは以下の
(3)式及び(4)式で表される。
【数２】

【００３７】
　以上の２つのモデルを前提として、音響レンズ表面での超音波の屈折を考慮しない場合
について検討する。受信ビームフォーマーにおいて、注目素子Ｅから出力された受信信号
に与える遅延時間ｔo は、以下の(5)で表される。
【数３】

【００３８】
　但し、コンベックスプローブの場合、上記(5)式におけるｘ及びθは以下のように表現
される。
【数４】

【００３９】
　上記(5)式において、右辺のｒ／ｃ項は、送信時の伝搬経路ＯＦにおける伝搬時間を表
し、次項（ルート項）は受信時の伝搬経路ＥＦにおける伝搬時間を表している。上記(5)
式の内容は非常にシンプルであり、個々の振動素子ごとに、個々のｒについて遅延時間を
演算しても、それほど時間はかからない。なお、実際の装置構成によっては、(5)式にお
いて、第１項と第２項の間のマイナスがプラスになることもある。
【００４０】
　一方、音響レンズ表面での屈折を想定する場合、注目素子Ｅと受信焦点Ｆとの間の伝搬
経路はＥＳＦで特定されるルートとなる。そのルートにおける伝搬時間Ｔは、以下の(8)
式で示される。
【数５】

【００４１】
　(8)式におけるb及びdは上記(1)式、(2)式及び上記(3)式、(4)式に示したとおりである
。　フェルマーの原理は、音波は最短伝搬時間の経路を辿る、というものであり、具体的
には、注目画素ＥについてＴを最小化する条件を見出せば、それをもって屈折伝搬経路を
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【００４２】
　コンベックスプローブの場合、以下の(9)式における∂T/∂ψ が ０となるψ を求めれ
ば、それをもって界面上のＳ点を特定できたことになる。
【数６】

【００４３】
　一方、リニアプローブの場合、以下の(10)式における∂T/∂yが０となるｙを求めれば
、それをもって界面上のＳ点を特定できたことになる。
【数７】

【００４４】
　上記(9)式及び(10)式の解は数値計算を繰り返して求められる。ψ又はｙが分かれば、b
とdも分かり、(8)式よりＴが定まり、注目素子Ｅからの受信信号に与える遅延時間ｔ は
、(5)式と同様に、次の(11)式及び(12)式のように表現できる。

【数８】

【００４５】
　個々の式の右辺の初項は、開口中心から焦点までの送波伝搬時間であり、(5)式中の右
辺の初項に対応し、次項Ｔは、(5)式中のルート項に対応する。上記(9)式及び(10)式を解
くのには相応の時間を要する。
【００４６】
　これを考慮し、本実施形態では、全深さについて個別的に補正値を求めるのではなく、
代表する特定の深さについてだけ補正値を求めるようにしている。すなわち、最短伝搬時
間条件を満たす経路の特定回数を大幅に削減している。基本的に、１つの受信ビームの形
成に際して、１振動素子あたり１個の補正値だけを求めるようにしている。補正値は深さ
方向に並ぶ複数の受信焦点において共用される。
【００４７】
　補正値は、屈折を考慮しないで計算された複数の遅延値（基本遅延値列）に対して共通
に作用する値であり、具体的には、それらに対して共通に加算（又は減算）される値であ
り、特定の深さに対応する値である。具体的には、特定の深さｈについて、超音波の屈折
（あるいは層構造）を考慮することによって求められた遅延値（真の遅延値）と、超音波
の屈折（あるいは層構造）を考慮せずに求められた遅延値と、の差として補正値が求めら
れる。
【００４８】
　具体的には特定の深さｈについての補正値ｔｈは以下の(13)式のように表現される。
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【数９】

【００４９】
　補正値による遅延値の補正は以下の(14)式のように表現される。

【数１０】

【００５０】
　特定の深さｈにおいては理想的な補正を行える。それ以外の深さについては遅延誤差が
生じるが、以下に説明するように、遅延誤差は実際上、問題とならない程度である。
【００５１】
　図５乃至図７にはコンピュータシミュレーション結果が示されている。シミュレーショ
ンにおいては、マイクロコンベックスプローブを前提とした。アレイ振動子の曲率半径Ｒ
を14 mmとし、素子数を８０とし、素子ピッチを0.32 mmとした。音響レンズ層の厚み （
Ｒ１－Ｒ）を0.78 mmとし、音響レンズ層内の音速ｃ１を1000 m/sとした。 生体組織内の
音速ｃを1530 m/sとした。偏向角度Φは0°とした。特定の深さｈとして55 mmを選択した
。
【００５２】
　図５及び図６において、符号６２は１番の振動素子についてのシミュレーション結果を
示しており、符号６４は１０番の振動素子についてのシミュレーション結果を示しており
、符号６６は２０番の振動素子についてのシミュレーション結果を示しており、符号６８
は３０番の振動素子についてのシミュレーション結果を示している。図示されるように、
左端が１番に相当し、右端が８０番に相当する。グラフ６２ｂ，６４ｂ,６６ｂ，６８ｂ
は補正前の遅延誤差を示している。グラフ６２ａ，６４ａ,６６ａ，６８ａは補正後の遅
延誤差を示している。なお、各グラフにおいて、横軸は深さを示しており、縦軸は遅延誤
差を示している。補正前のグラフに対して特定の深さに対応する補正値を作用させること
により、補正後のグラフ全体として遅延誤差が大幅に少なくなっている。
【００５３】
　図７にはシミュレーション結果７０，７２，７４，７６が示されている。符号７０は深
さ20mmの位置での観測結果を示しており、符号７２は深さ40mmの位置での観測結果を示し
ており、符号７４は深さ80mmの位置での観測結果を示しており、符号７６は深さ120mmの
位置での観測結果を示している。グラフ７０ｂ，７２ｂ,７４ｂ，７６ｂは補正前の遅延
誤差を示している。グラフ７０ａ，７２ａ,７４ａ，７６ａは補正後の遅延誤差を示して
いる。なお、各グラフにおいて横軸は素子位置を示しており、縦軸は遅延時間誤差を示し
ている。
【００５４】
　図５乃至図７に示されるように、特定の深さに対応する補正値による一律補正であって
も、深さ方向及び素子配列方向について全体的に見て遅延誤差を大幅に改善可能である。
アレイ振動子の両端に近付くに従って、特にアレイ振動子の近傍において、誤差が増大し
ているが、通常のダイナミックフォーカスではアレイ振動子の近傍において受信開口を狭
める制御が適用されるので、近傍での誤差増大という問題は生じ難い。
【００５５】
　例えば、プローブの周波数帯域における中心周波数が例えば3.2 MHzの場合、遅延誤差
の絶対値が、公称周波数の周期の1/8 以下（おそそ40 ns以下）であれば、その遅延誤差
を許容できると考えられる。図５乃至図７に示されているように、アレイ振動子の端部に
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近い素子及び距離の浅い部分を除けば、補正後の遅延誤差は40 ns以下である。受信時に
は、上記のように通常、可変開口が行われ、受信距離が近いほど、受信開口を小さくし、
探触子の端部に近い素子を用いないか、受信重み付けの場合では、重みを小さくしている
。また、探触子の曲率半径が小さいほど、受信開口も小さくしている。よって、本実施形
態によれば、十分に実用的な技術を提供可能である。
【００５６】
　特定の深さは、シミュレーションによって事前に決定された深さ、送信焦点の深さ、注
目する関心領域の中心深さ、等として定めるのが望ましい。
【符号の説明】
【００５７】
　１８　送信遅延処理部、３２　受信遅延処理部、５０　遅延値演算器、５２　補正値メ
モリ、５４　加算器、５６読み出し制御回路、５８　補正値演算器。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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